
議案第１０号 

 

   匝瑳市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定について 
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匝瑳市行政組織条例等の一部を改正する条例 

 

（匝瑳市行政組織条例の一部改正） 

第１条 匝瑳市行政組織条例（平成１８年匝瑳市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１条中「産業振興課」を「農林水産課 商工観光課」に改める。 

  第２条第９号を次のように改める。 

  （９） 農林水産課 

ア 農林水産業に関すること。 

イ 基盤整備に関すること。 

ウ 農業の重要な施策に関すること。 

  第２条中第１３号を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ずつ繰

り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

（１０） 商工観光課 

ア 商工業及び観光に関すること。 

イ 企業立地に関すること。 

（匝瑳市農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正） 

第２条 匝瑳市農業振興地域整備促進協議会条例（平成１８年匝瑳市条例第１１

１号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「産業振興課」を「農林水産課」に改める。 

 （匝瑳市八日市場勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 匝瑳市八日市場勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例（平成１

８年匝瑳市条例第１１８号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条中「産業振興課」を「商工観光課」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
５
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
次
の
課
を
設
置
す
る
。
 

秘
書
課
 
企
画
課
 
総
務
課
 
財
政
課
 
税
務
課
 
市
民
課
 
環
境
生
活
課
 
健
康
管
理
課
 

農
林
水
産
課
 
商
工
観
光
課
 
都
市
整
備
課
 
建
設
課
 
福
祉
課
 
高
齢
者
支
援
課
 

（
課
の
分
掌
事
務
）
 

第
２
条
 
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
～
（
８
）
 
略
 

（
９
）
 
農
林
水
産
課
 

ア
 
農
林
水
産
業
に
関
す
る
こ
と
。
 

イ
 
基
盤
整
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
 
ウ
 
農
業
の
重
要
な
施
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
１
０
）
 
商
工
観
光
課
 

ア
 
商
工
業
及
び
観
光
に
関
す
る
こ
と
。
 

イ
 
企
業
立
地
に
関
す
る
こ
と
。
 

（
１
１
）
 
略
 

（
１
２
）
 
略
 

（
１
３
）
 
略
 

（
１
４
）
 
略
 

以
下
 
略
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
５
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
次
の
課
を
設
置
す
る
。
 

秘
書
課
 
企
画
課
 
総
務
課
 
財
政
課
 
税
務
課
 
市
民
課
 
環
境
生
活
課
 
健
康
管
理
課
 

産
業
振
興
課
 
 
 
 
 
 
 
都
市
整
備
課
 
建
設
課
 
福
祉
課
 
高
齢
者
支
援
課
 

（
課
の
分
掌
事
務
）
 

第
２
条
 
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
～
（
８
）
 
略
 

（
９
）
 
産
業
振
興
課
 

ア
 
農
林
水
産
業
に
関
す
る
こ
と
。
 

イ
 
農
村
公
園
に
関
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
商
工
業
及
び
観
光
に
関
す
る
こ
と
。
 

   

（
１
０
）
 
略
 

（
１
１
）
 
略
 

（
１
２
）
 
略
 

（
１
３
）
 
略
 

以
下
 
略
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
～
第
７
条
 
略
 

（
庶
務
）
 

第
８
条
 
協
議
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

以
下
 
略
 

第
１
条
～
第
７
条
 
略
 

（
庶
務
）
 

第
８
条
 
協
議
会
の
庶
務
は
、
産
業
振
興
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

以
下
 
略
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
八
日
市
場
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
～
第
１
３
条
 
略
 

（
庶
務
）
 

第
１
４
条
 
委
員
会
の
庶
務
は
、
商
工
観
光
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

以
下
 
略
 

 

第
１
条
～
第
１
３
条
 
略
 

（
庶
務
）
 

第
１
４
条
 
委
員
会
の
庶
務
は
、
産
業
振
興
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

以
下
 
略
 

 

 
 

 


